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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

前第３四半期
累計期間

第11期
当第３四半期
累計期間

第10期
前第３四半期
会計期間

第11期
当第３四半期
会計期間

第10期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成21年
３月31日

自平成21年
７月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成20年
　７月１日
至平成21年
　６月30日

事業収益（千円） 112,320   148,335 37,440 49,445 161,765

経常損失（千円） 152,778 300,838 72,922 154,514 221,698

四半期（当期）純損失（千円） 153,511    317,734 73,167 170,554 222,675

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－     － － － －

資本金（千円） － － 2,394,8473,110,8032,394,847

発行済株式総数（千株） － － 21 2,910 2,166

純資産額（千円） － － 2,083,1693,127,9092,014,004

総資産額（千円） － － 2,187,6513,449,3342,276,031

１株当たり純資産額（円） － － 96,139.071,074.58 929.46

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（円）
7,086.65 118.19 3,377.67 58.59 102.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） － － 95.2 90.7 88.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△366,676△563,472 － － △220,141

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
387,870△817,801 － － 387,061

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
－ 1,417,919 － － －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 387,854 570,225 533,580

従業員数（人） － － 19 21 19

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．事業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．平成21年６月１日付で、株式１株につき100株の株式分割を行っております。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 21 　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりませ

ん。

 

(2）受注状況

　当社は受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

　

(3）販売実績

　当第３四半期会計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

当第３四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

販売高（千円）　 前年同四半期比（％）

49,445 132.1

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．上記販売実績はＣＢＰ５０１の開発と並行して進めているバックアップ化合物研究に対する対価です。同研

究については平成19年３月の武田薬品工業株式会社との契約締結から３年間に亘り対価を受取ることと

なっており、当第３四半期会計期間末までにすべての受取りを終えております。

３．前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。　

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 武田薬品工業株式会社 37,440 100.0 49,445 100.0

　

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生したリスク、前事業年度に係る有価証券報告書に記載した事業等のリス

クについての重要な変更及び重要事象等はありません。

　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。　

(1) 業績の状況

　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果等に支えられて緩やかな回

復基調にあり、企業の好況感も大企業を中心に改善傾向にあります。一方、個人消費は依然厳しい雇用・所得環境が

続いていますが、諸対策の効果などにより持ち直しています。 

　このような環境の中、癌をターゲットとした医薬品の研究開発を行っている当社は、当社が創製し開発中の医薬品

候補化合物ＣＢＰ５０１の臨床試験に注力しており、ＣＢＰ５０１・シスプラチン・ペメトレキセドの３剤併用に

よる臨床第２相試験（平成20年11月試験開始、対象：悪性胸膜中皮腫）並びに同じ３剤併用による臨床第２相試験

（平成21年６月試験開始、対象：非小細胞肺癌）を米国ＦＤＡの規制下で進めております。これと並行して、ＣＢＰ

５０１のバックアップ化合物研究にも取り組んでおります。ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物（ＣＢＳ９

１０６、ＣＢＳ２４００シリーズなど後続パイプラインを含みません）に関しては、平成19年３月に武田薬品工業

株式会社（「武田薬品」）と共同事業化契約を締結しております。 

　また、当社の薬剤スクリーニング法から見出された医薬品候補化合物ＣＢＳ９１００シリーズについては、平成21

年６月に開始したＣＢＳ９１０６の前臨床試験を継続中です。 

　さらに、後続パイプラインの創出につきましては、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究の継続により

新たなパイプラインの創出に努める傍ら、日本電気株式会社より技術導入した医薬品候補物質探索技術「Ｃｈｅｍ

Ｍｉｎｅｒ（TM）」を活用するなど、当社の競争力の源泉となる創薬エンジンの改良・強化に努めております。 

　以上の結果、当第３四半期会計期間の事業収益は、武田薬品との共同事業化契約に基づきバックアップ化合物研究
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の対価として49,445千円（前年同四半期37,440千円）を計上いたしました。一方、ＣＢＰ５０１の臨床試験費用を

中心とした研究開発費等の計上により営業損失は153,006千円（同　67,520千円）、経常損失は154,514千円（同　

72,922千円）、四半期純損失は170,554千円（同　73,167千円）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、ＣＢＰ５０１の臨床試験推進に伴う研究開発費の支出等により、438,038

千円の減少（前年同四半期198,861千円の減少）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び払戻等により、310,775千円の減少（同　52千円の減

少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間においては前年同四半期会計期間と同様に借入金や株式の発行等の資金調達を行っており

ませんので、特に記載すべき事項はありません。 

　

　この結果、当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前四半期会計期間末比748,813千円減少し、570,225

千円となりました。また、預入期間が３ヵ月を超える定期預金を合わせた貸借対照表上の現金及び預金は、

2,770,225千円であります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期会計期間における研究開発費は175,513千円（前年同四半期79,023千円）となりました。

なお、ＣＢＰ５０１開発費用については、武田薬品との共同事業化契約に基づき同社が８割を負担することと

なっており、これに相当する受取研究開発費312,841千円（同　86,153千円）は研究開発費から控除されておりま

す。 

　また、当第３四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社は、当面の事業活動に資する財源及び資金の流動性について現時点で特記すべき事項はありませんが、一方

で、安定的な収益の計上が始まるまでの全期間をカバーするに余りある財源を保有しているわけではなく、今後の

事業の推移によっては新たな資金の調達が必要となります。

将来の株式市場環境の低迷、あるいは当社の研究開発に重大な問題が生じたときは、増資によって調達できる資

金が限定され、また資金調達そのものができなくなるなど、当社の経営成績にきわめて重大な影響を与えるおそれ

があります。

この事態に備え、当社の経営陣は、資金枯渇への対応に関する複数の戦略オプションを検討しております。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

 当社は、当面の活動には支障のない財源を株主資本として確保しており、資金の流動性にも現時点で特記すべき

事項はありません。なお、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物並びに預入期間が３か月を超える

定期預金残高の合計額は、2,770,225千円であります。
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(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

　

①当社の特徴と現状の認識について 

  当社は、細胞周期に関する研究成果をもとに、正常細胞に影響が少ない抗癌剤の開発を目指し、その作用メカニ

ズムの候補と考えられるＧ２チェックポイント阻害のメカニズムに着目して研究及び開発を行っている、創薬企

業です。 

  特定領域に絞り込んだ創薬を自社独自の創薬エンジンを基に実施することにより、技術とプロダクトの両方を

自社で創出するのが創薬企業であり、創薬エンジンを持たず開発途上の化合物を外部から導入して一定の開発の

のち製薬企業へ導出する企業とは大きく異なるビジネスモデルを有しております。 

  この付加価値の高いビジネスモデルを完成させ、企業価値の最大化を図るため、当面の対処すべき経営課題及

びその解決に向けた取組みを以下のとおり認識し実施しております。

②当面の対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況 

　

《事業活動において対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況》　

(a)ＣＢＰ５０１の臨床試験推進 

  バックアップ研究などにより開発リスクの分散や低減は図っているものの、ＣＢＰ５０１は当社の将来の事

業計画において最初の上市品と想定している化合物であり、この開発の成否が当社事業計画の実現の鍵を握っ

ていると言えます。失敗・遅延のリスクを最小限に抑え、かつ、最も早期に適切な適応によるＮＤＡ（新薬承認

申請）の承認を受け、ＣＢＰ５０１の上市を実現することが、当社の事業活動において最も重要な課題であり

ます。 

  当社は現在、平成19年３月に武田薬品と締結した共同事業化契約に基づき、ＣＢＰ５０１に係る研究開発費

の分担を含む共同開発体制の下、米国においてＣＢＰ５０１の臨床第２相試験を推し進めております。 

(b)ＣＢＰ５０１の適応拡大 

  医薬品市場においては、一品目のプロダクトライフサイクル全体から生み出される価値を最大化するため、

既に上市された薬剤について当初承認を受けたのと異なる新たな効能や投与方法等でも承認を得て、適応を拡

大していく戦略が一般的です。特に抗癌剤においては、医療現場におけるニーズの高さなども相まって、適応拡

大戦略は製品価値を高める有力な手法とされており、上市された抗癌剤の多くにおいて対象とする癌や併用す

る薬剤をさまざまに変更した適応拡大が試行され、この成否が、当該薬剤を保有する企業の価値に大きく影響

しております。 

  ＣＢＰ５０１は現在、武田薬品との共同事業化契約に基づき、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌をターゲッ

トとして共同事業化を進めておりますが、早期の適応拡大による収益最大化のために、これらのターゲット以

外の効能に関するデータの収集等に努め、ＣＢＰ５０１の適応拡大に係る開発を積極的に推進していく方針で

す。

　

(c)許認可当局の定める臨床試験の基準に準拠する体制のさらなる充実 

  医薬品の研究開発は、許認可当局の定める基準に準拠して進めなければなりません。 

  当社は、設立直後からこの基準に準拠する体制の構築を強く意識しており、過去の開発においてそれぞれの

時点で必要な基準に準拠して事業活動を行ってまいりました。今後も、ＳＯＰ（研究開発に関する標準操作

法）の見直し・改訂を含め、準拠体制のさらなる充実と強化に努めていく方針であり、研究開発部臨床開発担

当の増員、品質管理担当者の設置と継続的な全社教育により、この課題に取組んでおります。

(d)ＣＢＳ９１０６の前臨床試験推進 

  ＣＢＳ９１０６は、当社独自の薬剤スクリーニング法により見出された医薬品候補化合物であり、現在、前臨

床試験（許認可当局の定めた基準に準拠した非臨床試験）を実施しております。 

  当社は、ＣＢＳ９１０６の前臨床試験の推進と早期のＩＮＤ承認を実現するために、ＣＢＰ５０１で蓄積し

たＩＮＤ承認の経験を踏まえつつ、さらにプロジェクト管理を徹底して、効率的かつ信頼性の高い前臨床試験

の推進に努める方針です。

　

(e)創薬エンジンの改良・充実 

  当社のような創薬企業にとって、新規の開発候補化合物パイプラインを継続的に創出・獲得し候補化合物の

最適化を実施する創薬エンジンは競争力の源泉であり、その改良と充実は将来の継続的な成長のために必須の

ものであります。 

  当社ではこれまで、米国及び欧州で特許が発行されている当社独自の手法をもとにした薬剤スクリーニング

法を創薬エンジンとしてＣＢＰ５０１、ＣＢＳ９１０６を創出し、現在もＣＢＳ２４００シリーズの最適化や

新規化合物の探索を進めています。 
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  今後、データマイニング技術等の創薬支援ツールを積極的に活用するなどにより、当社の創薬エンジンの効

率性や精度をより高め、Ｇ２チェックポイント阻害の領域で獲得した先行者優位を確立し、さらに将来的な継

続性ある競争力の強化を図っていく方針です。

　

《経営基盤において対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況》

(a)重厚な開発戦略の構築と推進 

  当社と武田薬品との共同事業化契約により、当社と武田薬品は、世界の抗癌剤の主戦場である米国市場にお

いて共同開発と共同販売を行い、利益を按分する傍らコストも応分に負担することとなっており、この展開を

支えるための資金調達は当社にとって重要な課題であります。また、抗癌剤の一般的なマーケット拡大手法で

ある適応拡大戦略を採用し重厚な開発ポートフォリオを組み上げるためには、最先行品の上市による収益を得

る以前から後期臨床開発を同時に複数進行させておくことが必須であり、そのための資金を確保する必要があ

ります。 

  後続パイプラインであるＣＢＳ９１０６は現在ＩＮＤ申請のための前臨床試験の段階にあり、今後の資金需

要が予測されます。さらに、今後の継続的な研究開発パイプライン戦略を実現するために、新規開発候補化合物

の創出・獲得にも注力する必要があります。 

  当社は、これらを実現するための情報収集と必要資金確保に努めるとともに、この推進を支える体制の整備

を積極的に行う方針です。 

 

(b)内部体制の強化 

  当社は、医薬品研究開発という業務の特性上、情報の適切な取り扱いと、株主、投資家等への適時適切な情報

開示がきわめて重要であると認識しております。投資者が当社の投資価値を的確に判断するために必要な会社

情報を、適時適切に開示するための適時開示体制を構築・運用しＩＲ活動を積極的に展開する方針です。 

　また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を含め、当社の内部統制体制をさらに強固なものに

する必要があることから、今後当社は、研究開発部と管理部のデータ連携を図るなどにより、財務報告の信頼性

を確保する仕組みを強化・拡充する方針です。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,910,500 2,910,500
東京証券取引所マザー

ズ市場
（注）１,２

計 2,910,500 2,910,500 － －

　（注）１. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．１単元の株式数は100株であります。
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ19に基づき発行した新株引受権は、次のとおりです。

（平成13年1月12日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,200

新株予約権の行使期間
自　平成15年２月１日

至　平成22年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,200

資本組入額　  600

新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社の役員又は従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡したり、質権その他担保権を設定する等の

処分をすることができない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　１．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一でありま

す。

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による350株から、退職等の理由により権利を喪失

した者の新株予約権の目的となる株式の数を100株減じております。

４．上記３．に加え、平成21年６月１日付株式分割の後、権利行使に伴い新株予約権の目的となる株式の数を

8,300株減じております。さらに退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の

数を10,000株減じております。　

５．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、株式１株当たりの発行価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後発行価額　＝　
調整前発行価額

分割・併合の比率

また、当社が株主割当増資（第三者割当増資の方法により株主全員に割当てる場合も含む）を行う場合、

発行価額を次の算式により調整します。

調整後発行価額　＝　
既発行株式数×調整前発行価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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②旧商法に基づき発行した新株引受権付社債は、次のとおりです。

（平成13年6月7日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 27,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,209

新株予約権の行使期間
自　平成13年7月 1日

至　平成23年6月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,209

資本組入額　  604

新株予約権の行使の条件 権利行使時において当社の役員又は従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株引受権は、社債と分離して本新株引受権証券のみ

で譲渡することができる。

新株予約権付社債の残高（千円） －

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　１．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一でありま

す。

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による800株から、退職等の理由により権利を喪失

した者の新株予約権の目的となる株式の数を300株減じております。

４．上記３．に加え、平成21年６月１日付株式分割の後、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権

の目的となる株式の数を22,500株減じております。　

　５．当社が(1)行使価額を下回る払込金額で普通株式を発行する場合、(2)株式の分割により普通株式を発行す

る場合、あるいは、(3)行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる、又は普通株式の引受

権を有する証券を発行する場合は、行使価額を次の算式をもって調整します。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新発行株式数

既発行株式数＋新発行株式数

なお、この計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入します。

また、合併、資本の減少、株式の分割・併合等の場合においても適切に行使価額を調整します。
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③旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21並びに同第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとお

りです。

（平成14年5月25日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個）
（社内向け）　 　50

　　（社外向け） 　　20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（社内向け）　　  5,000

（社外向け）　　 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,000

新株予約権の行使期間

（社内向け）

自　平成16年11月28日

至　平成24年 4月30日

　

（社外向け）

当社が株式を公開した日の6ヶ月経過後から2年6ヶ月

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,000

資本組入額　1,000

新株予約権の行使の条件

（社内向け）

権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、

監査役、もしくは従業員であることを要する。ただし、当

社又は当社の子会社の取締役もしくは監査役を任期満了

により退任した場合、定年退職した場合、その他正当な理

由のある場合等、当社取締役会が書面で認めた場合につ

いては、この限りではない。

　

（社外向け）

権利行使時においても、当社の社外コンサルタントの地

位にあることを要す。ただし、当社の社外コンサルタント

を顧問契約等で定められた期間の満了により退任した場

合、顧問契約等に特段の定めがある場合、その他正当な理

由のある場合にはこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　１．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一でありま

す。

３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による220個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数を100個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、400株から300株に減

少しております。

４．上記３．に加え、平成21年６月１日付株式分割の後、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数を50個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は30,000株から25,000株に減

じております。　
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　　　 ５．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、株式１株当たりの権利行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後権利行使価額　＝　
調整前権利行使価額

分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、又は株式交換により完全親会社となる場合にも、発

行又は移転する株式１株当たりの権利行使価額につき必要な調整を行います。

６．当社は平成21年９月17日付で株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。
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（平成16年2月25日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,100

新株予約権の行使期間
自　平成16年3月19日

至　平成26年2月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,100

資本組入額　1,050

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又

は新株予約権者について、後記に定める消却事由が発生

していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約

権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の

決議により特に行使を認められた場合はこの限りでな

い。

(2) 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一

部についてこれを行使することはできないものとする。

また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発

行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数

の部分については、株式を割り当てないものとする。

(3) 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反して

いないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使

は認められないものとする。

(4) 新株予約権者が以下の①ないし②のいずれの身分にも

該当しなくなった場合は、残存する当該新株予約権全部

を無償で償却することができる。

① 当社(当社の将来の子会社も含む)の取締役、監査役

もしくは従業員

② 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の

如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請

負等の協力関係にある者

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注） １．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による4,000個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数を1,000個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、4,000株から3,000

株に減少しております。

４．上記３．に加え、平成21年６月１日付株式分割の後、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数を1,000個を減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は300,000株から200,000

株に減じております。　
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５．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後権利行使価額　＝　
調整前権利行使価額

分割・併合の比率

当社が調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社株式を

移転等処分する場合、又は、調整前行使価額を下回る価額を新株１株の発行価額とする当社普通株式の新株

予約権又は新株予約権証券を発行する場合、次の行使価額調整式をもって行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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（平成17年5月27日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,000

新株予約権の行使期間
自　平成18年4月29日

至　平成27年5月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 3,000

資本組入額　 1,500

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又

は新株予約権者について、後記に定める消却事由が発生

していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約

権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の

決議により特に行使を認められた場合はこの限りでな

い。

(2) 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の

一部についてこれを行使することはできないものとす

る。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対し

て発行される株式数は整数でなければならず、１株未満

の端数の部分については、株式を割り当てないものとす

る。

(3) 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反して

いないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使

は認められないものとする。

(4) 新株予約権者が以下の①ないし②のいずれの身分にも

該当しなくなった場合は、残存する当該新株予約権全部

を無償で償却することができる。

① 当社(当社の将来の子会社も含む)の取締役、監査役

もしくは従業員

② 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の

如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請

負等の協力関係にある者

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　１．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一でありま

す。

３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による620個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数を40個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、620株から580株に減

少しております。

４．上記３．に加え、平成21年６月１日付株式分割の後、平成21年５月22日臨時株主総会決議に基づく第６回新

株予約権の新株予約権割当契約に従い、新株予約権530個が放棄されております。これにともない、新株予約

権の目的となる株式の数は、58,000株から5,000株に減少しております。　
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　　　５．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額

分割・併合の比率

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行

又は自ら保有する当社株式を移転等処分する場合、又は、時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下

回る価額を新株１株の発行価額とする当社普通株式の新株予約権又は新株予約権証券を発行する場合、次

の行使価額調整式をもって行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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④会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

（平成21年５月22日臨時株主総会決議）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 718

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 71,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）
公募価額と同額。但し、公募価額が2,100円を下回った場合、

2,100円。

新株予約権の行使期間
自　平成23年５月23日

至　平成31年５月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　公募価額と同額。但し、公募価額が2,100円を下

回った場合、2,100円。

資本組入額　資本金等増加限度額の２分の１。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が下記①②のいずれの地位にも該当しなく

なった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取

締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。

①当社及び当社子会社（将来の子会社を含むものとす

る。）の役員（取締役、監査役を含む）又は従業員たる地

位。

②当社の取締役会において社外協力者（取引先、業務提携

先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社又は当社

子会社との間で協力関係にある者）として認定された地

位。

新株予約権者が、平成17年５月27日臨時株主総会決議もし

くは平成19年９月11日定時株主総会決議に基づく当社発行

の新株予約権の保有者である場合、当該新株予約権の権利

を保有したままで本新株予約権を行使することはできない

ものとする。ただし、当社株式の上場日より１カ月経過した

日もしくは行使期間の始期前日のいずれか早い日までに、

保有する当該新株予約権の全部を権利放棄した場合を除

く。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 －
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区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、会社法第236条第１項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによ

りそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移

転を行う場合には、当該時点において行使されていない本

新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会

社又は合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会

社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承

継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交

換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会

社、又は株式移転により設立する株式会社（以下「株式会

社」という。）により発行される新株予約権を本新株予約

権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、

新設分割、株式交換又は株式移転に際し、当社と株式会社と

の間で締結される吸収・新設合併契約（会社法第749条第

１項四号イ及び第753条第１項十号イ）、吸収分割契約（会

社法第758条五号イ）、新設分割計画（会社法第763条十号

イ）、株式交換契約（会社法第768条第１項四号イ）又は株

式移転計画（会社法第773条第１項九号イ）において株式

会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとす

る。

①新株予約権の目的たる株式の種類

普通株式とする。

②新株予約権の数及び株式の数

合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件

等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数

及び付与株式の数とする。

③各新株予約権の行使の際の払込金額

合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転の条件

等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた

額に、付与株式数を乗じた額とする。

④新株予約権の行使期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期

間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株

式移転の日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行

使期間に定める新株予約権の行使期間の満了日までとす

るが、行使期間は合理的な調整をすることができる。

⑤その他の新株予約権の行使条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を

要するものとする。

（注）　１．平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を

行っております。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一でありま

す。

３．平成21年５月22日臨時株主総会決議に基づく第６回新株予約権のうち58,300株は、平成17年5月27日臨時株

主総会決議に基づく第４回新株予約権もしくは平成19年９月11日定時株主総会決議に基づく第５回新株予

約権を有する株主に対してそれぞれ同株数を付与したものであります。これら株主と当社との間で締結さ

れた新株予約権割当契約において、第６回新株予約権に係る行使時の払込金額（行使価額）が決定された

後に、第４回新株予約権もしくは第５回新株予約権、又は第６回新株予約権の、いずれかを放棄する旨を定

めております。平成21年10月17日までに、第４回新株予約権530個（残存数50個）及び第５回新株予約権53

個（残存数なし）が放棄され、前出の新株予約権割当契約に基づく放棄が完了しました。なお、第６回新株

予約権の放棄はありませんでした。

４．当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当をする場合、又は株式併合を行う場合は、次の算式に

より行使価額を適切に調整し、調整により１株未満の端数が発生する場合は、これを切り上げます。
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調整後行使価額　＝　
調整前行使価額　×　手続実施前の発行済普通株式総数

手続実施後の発行済普通株式総数

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場

合、又は、時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る価額もって、その取得と引換えに会社の普通

株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は調

整前行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは

権利を発行する場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

５．当社株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場上場時の公募価格は1株2,100円であります。　
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成22年１月１日～

平成22年３月31日　
－ 2,910,500 － 3,110,803 － 3,097,653

 

　

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　

　

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の

基準日（平成21年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 2,910,100 29,101

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 普通株式　 　　　400 － －

発行済株式総数 2,910,500 － －

総株主の議決権 － 29,101 －

　

②【自己株式等】

 平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
７月

平成21年
８月

平成21年
９月

平成21年
10月

平成21年
11月

平成21年
12月　

平成22年　
１月

平成22年　
２月

平成22年　
３月

最高（円） － － 4,050　 3,370　 2,990　 2,120　 1,965 1,856 1,830

最低（円） － －　 2,875　 2,480　 1,677　 1,410　 1,235 1,290 1,393

（注）１．最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

２．当社は、平成21年９月17日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、それ以前の株

価については該当事項はありません。

　

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　退任役員　

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役副社長 研究開発部長 菅沼　正司 平成22年３月31日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20

年７月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21

年３月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年７月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。

　なお、前第３四半期会計期間及び前第３四半期累計期間に係る四半期レビュー報告書は、平成21年８月13日提出の有

価証券届出書に添付されたものによっております。　

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,770,225 1,933,580

未収入金 500,340 137,824

その他 49,826 148,016

流動資産合計 3,320,392 2,219,420

固定資産

有形固定資産 ※1
 40,929

※1
 43,217

無形固定資産 6,978 8,175

投資その他の資産 ※2
 81,034 5,217

固定資産合計 128,942 56,610

資産合計 3,449,334 2,276,031

負債の部

流動負債

未払法人税等 5,700 5,992

その他 315,724 256,034

流動負債合計 321,425 262,026

負債合計 321,425 262,026

純資産の部

株主資本

資本金 3,110,803 2,394,847

資本剰余金 3,097,653 2,381,697

利益剰余金 △3,080,879 △2,763,145

株主資本合計 3,127,577 2,013,399

新株予約権 332 604

純資産合計 3,127,909 2,014,004

負債純資産合計 3,449,334 2,276,031
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年３月31日)

事業収益 112,320 148,335

事業費用

研究開発費 ※1
 211,850

※1
 347,153

販売費及び一般管理費 ※2
 72,981

※2
 92,451

事業費用合計 284,832 439,605

営業損失（△） △172,512 △291,270

営業外収益

受取利息 8,787 6,010

為替差益 10,823 －

その他 121 332

営業外収益合計 19,733 6,342

営業外費用

株式交付費 － 13,992

その他 － 1,918

営業外費用合計 － 15,910

経常損失（△） △152,778 △300,838

特別利益

新株予約権戻入益 － 272

特別利益合計 － 272

特別損失

貸倒引当金繰入額 － ※3
 16,000

その他 － 230

特別損失合計 － 16,230

税引前四半期純損失（△） △152,778 △316,797

法人税、住民税及び事業税 732 937

法人税等合計 732 937

四半期純損失（△） △153,511 △317,734
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

事業収益 37,440 49,445

事業費用

研究開発費 ※1
 79,023

※1
 175,513

販売費及び一般管理費 ※2
 25,937

※2
 26,938

事業費用合計 104,960 202,451

営業損失（△） △67,520 △153,006

営業外収益

受取利息 2,777 2,308

その他 107 95

営業外収益合計 2,884 2,403

営業外費用

為替差損 8,287 3,825

その他 － 84

営業外費用合計 8,287 3,910

経常損失（△） △72,922 △154,514

特別利益

新株予約権戻入益 － 272

特別利益合計 － 272

特別損失

貸倒引当金繰入額 － ※3
 16,000

特別損失合計 － 16,000

税引前四半期純損失（△） △72,922 △170,242

法人税、住民税及び事業税 244 312

法人税等合計 244 312

四半期純損失（△） △73,167 △170,554
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △152,778 △316,797

減価償却費 30,150 20,604

受取利息 △8,787 △6,010

為替差損益（△は益） 2 0

その他 △244,331 △266,608

小計 △375,744 △568,812

利息の受取額 10,044 6,316

法人税等の支払額 △977 △977

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,676 △563,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,200,000 △2,700,000

定期預金の払戻による収入 2,600,000 1,900,000

有形固定資産の取得による支出 △3,317 △16,983

無形固定資産の取得による支出 △8,880 －

その他 68 △818

投資活動によるキャッシュ・フロー 387,870 △817,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 1,417,919

財務活動によるキャッシュ・フロー － 1,417,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,190 36,645

現金及び現金同等物の期首残高 366,663 533,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 387,854

※
 570,225

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

四半期報告書

27/38



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　該当事項はありません。　

　

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日）

（四半期キャッシュ・フロー計算書）　

　前第３四半期累計期間において区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の

取得による支出」は重要性が低下したため、当第３四半期累計期間においては「その他」に含めて表示することとしま

した。なお、当第３四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」は△

350千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。　

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

前事業年度末
（平成21年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は165,098千円であ

ります。

　

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 16,000　千円

　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は151,532千円であ

ります。

　

　　

　 － 　

　

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日）

※１．研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

※１．研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

受取研究開発費 △277,721千円

委託研究費 111,270千円

給与手当 56,599千円

支払報酬 211,545千円

受取研究開発費 △606,286　千円

委託研究費 580,047　千円

支払報酬 196,813　千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

受取研究開発費 △48,272千円

役員報酬 51,525千円

　

　

　

　

　 － 　

　

受取研究開発費 △67,586　千円

役員報酬 51,525　千円

給与手当 20,397　千円

支払手数料 21,091　千円

顧問料 20,317　千円

※３．貸倒引当金繰入額は、ＣＢＰ５０１臨床試験のＣＲ

Ｏ業務外注委託取引先に対する債権額のうち、回収

不能見込額について計上したものであります。

　

前第３四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

※１．研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

※１．研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

受取研究開発費 △86,153千円

委託研究費 43,791千円

給与手当 19,454千円

支払報酬 63,026千円

受取研究開発費 △312,841千円

委託研究費 348,952　千円

支払報酬 82,522　千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

受取研究開発費 △17,143千円

役員報酬 17,175千円

顧問料 6,857千円

　

　 － 　

　

受取研究開発費 △19,714　千円

役員報酬 17,175　千円

給与手当 7,265　千円

※３．貸倒引当金繰入額は、ＣＢＰ５０１臨床試験のＣＲ

Ｏ業務外注委託取引先に対する債権額のうち、回収

不能見込額について計上したものであります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,787,854千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,400,000千円

現金及び現金同等物 387,854千円

　

現金及び預金勘定 2,770,225千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,200,000千円

現金及び現金同等物 570,225千円

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年３月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成22年

３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,910,500株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

新株引受権付社債の新株引受権

新株予約権の目的となる株式の種類　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　27,500株

新株予約権の四半期会計期間末残高　332千円

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

５．株主資本の著しい変動に関する事項

　株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場時の、平成21年９月16日を払込期日とする公募増資により、資

本金及び資本準備金がそれぞれ618,240千円増加しております。

　同上場時のオーバーアロットメントによる売出しに係る、平成21年10月15日を払込期日とする主幹事会社に

対する第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ92,736千円増加しております。

　また、平成21年７月１日から平成22年3月31日の期間における新株予約権等の行使により、資本金及び資本準

備金がそれぞれ4,980千円増加しております。

　この結果、当第３四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ715,956千円増加し、当第３四半

期会計期間末において、資本金が3,110,803千円、資本準備金が3,097,653千円となりました。　

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。 

 

（持分法損益等）

　　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

前事業年度末
（平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 1,074.58円 １株当たり純資産額 929.46円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

前事業年度末
（平成21年６月30日）

純資産の部の合計額（千円） 3,127,909　 2,014,004　

普通株式に係る純資産額（千円） 3,127,577 2,013,399

差額の主な内訳

新株予約権　 332 604

普通株式の発行済株式数（株）　 2,910,500 2,166,200

普通株式の自己株式数（株） － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（株）
2,910,500　 2,166,200　
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２．１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 7,086.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 118.19円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成22年３月31日）

四半期純損失（千円） 153,511 317,734

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 153,511 317,734

期中平均株式数（株） 21,662 2,688,267

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－       

平成21年５月22日臨時株主総会

決議に基づく第６回新株予約権

の割当契約において、第６回新

株予約権に係る行使時の払込金

額（行使価額）が決定された後

に、第４回新株予約権もしくは

第５回新株予約権、又は第６回

新株予約権の、いずれかを放棄

する旨を定めております。この

新株予約権割当契約に基づく新

株予約権の放棄は当第３四半期

累計期間において完了してお

り、新株予約権の目的となる株

式数は、第４回新株予約権

53,000株（残存数5,000株）及

び第５回新株予約権5,300株

（残存数なし）減少しておりま

す。なお、第６回新株予約権の放

棄はありませんでした。

また、退職等の理由により、新株

予約権の目的となる株式数は、

新株引受権10,000株（残存数

6,700株）、新株引受権付社債の

新株引受権22,500株（残存数

27,500株）、第２回新株予約権

5,000株（残存数5,000株）、第

３回新株予約権100,000株（残

存数200,000株）減少しており

ます。
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前第３四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3,377.67円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 58.59円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

四半期純損失（千円） 73,167 170,554

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 73,167 170,554

期中平均株式数（株） 21,662 2,910,500

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－      

平成21年５月22日臨時株主総会

決議に基づく第６回新株予約権

の割当契約において、第６回新

株予約権に係る行使時の払込金

額（行使価額）が決定された後

に、第４回新株予約権もしくは

第５回新株予約権、又は第６回

新株予約権の、いずれかを放棄

する旨を定めております。この

新株予約権割当契約に基づく新

株予約権の放棄は当第３四半期

累計期間において完了してお

り、新株予約権の目的となる株

式数は、第４回新株予約権

53,000株（残存数5,000株）及

び第５回新株予約権5,300株

（残存数なし）減少しておりま

す。なお、第６回新株予約権の放

棄はありませんでした。

また、退職等の理由により、新株

予約権の目的となる株式数は、

新株引受権10,000株（残存数

6,700株）、新株引受権付社債の

新株引受権22,500株（残存数

27,500株）、第２回新株予約権

5,000株（残存数5,000株）、第

３回新株予約権100,000株（残

存数200,000株）減少しており

ます。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

該当事項はありません。 
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２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　

　 　 平成21年７月30日

株式会社　キャンバス 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　

　 有限責任監査法人 トーマツ　

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 長岡　弘樹　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅野　裕史　　印

　

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバス

の平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第10期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年

３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの平成21年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取締役会において株式分割による新株式の発行を決議している。

　

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以 上

※１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　

　 　 平成22年５月２日

株式会社　キャンバス 　 　

　 取締役会　御中 　 　

　

　 有限責任監査法人 トーマツ　

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 向    眞生　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅野　裕史　　印

　

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバス

の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第11期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年

３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの平成22年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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